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１．高齢者医療制度に係る制度改正について 
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○現行（70歳以上） 

区分（年収） 
限度額 

（世帯※1） 
外来 

(個人) 

年収約1160万円～ 
標報83万円以上 
課税所得690万円以上 

252,600円 + 1％ 
＜140,100円＞ 

年収770万～1160万円 
標報53～79万円 
課税所得380万円以上 

167,400円 + 1％ 
＜93,000円＞ 

年収370万～770万円 
標報28～50万円 
課税所得145万円以上 

80,100円 + 1％ 
＜44,400円＞ 

一般 

（年収156万～370万円） 

18,000円 
（年間上限
14.4万円） 

57,600円 
＜44,400円＞ 

住民税非課税 

8,000円 

24,600円 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000円 

○2段目（30年８月～） ○1段目（29年８月～30年７月） 

区分 
限度額 

（世帯※1） 
外来 

(個人) 

現役並み 57,600円 
80,100円 + 1％ 
＜44,400円＞ 

一般 
14,000円 
（年間上限
14.4万円） 

57,600円 
＜44,400円＞ 

住民税非課税 

8,000円 

24,600円 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000円 

区分 
限度額 

（世帯※1） 
外来 

(個人) 

現役並み 
（年収370万円以上） 

健保 
 標報28万円以上 
国保・後期 
 課税所得145万円以上 

44,400円 
80,100円 + 1％ 
＜44,400円＞ 

一般 
（年収156万～370万円） 
健保 
 標報26万円以下 
国保・後期 
 課税所得145万円未満 
※２ 

12,000円 44,400円 

住民税非課税 

8,000円 

24,600円 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000円 

※１ 同じ世帯で同じ保険者に属する者     ※２ 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む 

＜ ＞内の金額は、過去12ヶ月に３回以上高額療養費の支給を受けた場合の４回目の限度額（多数回該当） 

高額療養費制度の見直しについて 

○ 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口において医療費の自己負担を支払っていただいた後、
月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から償還払い（※）される制度。 

（※）入院の場合や同一医療機関での外来の場合、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みが導入されている。 

○ 自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて設定される。 

制度概要 

見直し内容 

○ 第１段階目（29年８月～30年７月）では、現行の枠組みを維持したまま、限度額を引き上げ。一般区分の限度額（世帯）については、多数回該当を設定。 
○ 第２段階目（30年８月～）では、現役並み所得区分については細分化した上で限度額を引き上げ。 一般区分については外来上限額を引き上げ。 
○ 一般区分については、１年間（8月～翌7月）の外来の自己負担額の合計額に、年間14.4万円の上限を設ける。 
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＜参考＞高額療養費制度の見直しの考え方 

 ○制度の持続可能性を高めるため、世代間の負担の公平、負担能力に応じた負担の観点から見直し 

趣旨 

 ○ 負担能力や「90％以上の方が年に一度も外来特例に該当しない」という利用状況を考慮。激変緩和
のため二段階施行とし、急激に負担が増える方に配慮した上で、現役世代と同様の限度額とする 

現役並み所得者 

 【外来特例について】 
 ○ 激変緩和も考慮し、上限額を、まずは14,000円に、次に18,000円に段階的に引き上げる 
 ○ 年間通して外来特例に該当するような長期療養されている方の負担が増えないよう、年間の上限額

（14.4万円＝12,000円×12ヶ月相当）を創設する 
 ○ なお、外来特例は、一般区分の約78％の方は年に一度も該当せず、年に１回該当する方も約11％

と少ない割合となっている 
 ○ また、負担額は治療内容によるため、引き上げ額がそのまま負担額とはならない点に留意 

【限度額（世帯）】 
 ○ ４回目の該当から負担額を抑える「多数回該当」を設定した上で、限度額（世帯）を57,600円に引き

上げる。「多数回該当」により、従来から長期入院し、該当されている方は負担額に変化はなく、新規
に入院して該当する方の場合も、負担が増えるのは最大３か月分に止まる点に留意 

 ○ 医療と介護を合わせて利用し、高額の自己負担をされている方の年間の負担が増えないよう、高額
介護合算療養費制度の一般区分の年間上限額は据え置きとする 

一般区分 

 ○ 低所得者に配慮し、負担の限度額は据え置きとする 

住民税非課税（低所得者） 
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＜現行＞ 

70歳以上（注２） 

現役並み（年収370万円～） 
健保 
 標報28万円以上 
国保・後期 
 課税所得145万円以上 

６７万円 

一般（年収156～370万円） 
健保 
 標報26万円以下 
国保・後期 

 課税所得145万円未満（注１） 

５６万円 

市町村民税世帯非課税 ３１万円 

市町村民税世帯非課税 
（所得が一定以下） 

１９万円（注３） 

（注１） 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。 
（注２） 対象世帯に70～74歳と70歳未満が混在する場合、まず70～74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。 
（注３） 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。 

70歳以上（注２） ［参考］70歳未満（注２） 

年収約1160万円～ 
標報83万円以上 
課税所得690万円以上 

２１２万円 ２１２万円 

年収770万～1160万円 
標報53～79万円 
課税所得380万円以上 

１４１万円 １４１万円 

年収370万～770万円 
標報28～50万円 
課税所得145万円以上 

６７万円 ６７万円 

一般（年収156～370万円） 
健保 
 標報26万円以下 
国保・後期 
 課税所得145万円未満（注１） 

５６万円 ６０万円 

市町村民税世帯非課税 ３１万円 

３４万円 
市町村民税世帯非課税 

（所得が一定以下） 
１９万円（注３） 

＜平成30年8月～＞ 

細分化＋ 
上限引き上げ 

据え置き 

高額介護合算療養費制度の見直しについて 

見直し内容 

○ 現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額を引き上げ。 
○ 一般区分については、限度額を据え置く。 

制度概要 

 ○ 高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における１年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減
する制度。 

※ 医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介
護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給。 

※ 給付費は、医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて按分して負担。 
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所
得
割
・均
等
割
の
軽
減 

元
被
扶
養
者
の
軽
減 

※ 保険料額は、平成28・29年度全国平均保険料率により算出。 ※ 応能分（所得割）は、個人で判定、個人で賦課。応益分（均等割）は、世帯で判定、個人で賦課。 
※ 金額及び対象者数は平成28年度予算ベース。 

後期高齢者の保険料軽減特例の見直しについて 

応
益
分 

〔
均
等
割
〕 

応
能
分 

〔
所
得
割
〕 

所得割 賦課せず 

5割軽減 
（5割軽減分は 

  地方財政措置） 

9割軽減 380円 

資格取得後2年間 3年目以降 

169万人 
（233億円（国費）） 
（159億円（地財）） 

所得割 賦課せず 

5割軽減 

7割軽減  1,130円 

資格取得後2年間 3年目以降 

所得割 賦課せず 

5割軽減 

資格取得後2年間 3年目以降 

5割軽減 

1,890円 
1,890円 1,890円 

所得割 賦課せず 

5割軽減 

資格取得後2年間 3年目以降 

1,890円 3,770円 

[29年度] [30年度] [31年度～] 

  

2割軽減 

5割軽減 7割軽減 

5割軽減 

2,200円 

9割軽減 

380円 
8.5割軽減 

570円 1,890円 3,020円 

約324万人 
約300億円 約290万人 

約201億円 

約160万人 
約211億円 

応
能
分 

 

〔所
得
割
〕 

応
益
分 

 

〔均
等
割
〕 

80 153 168 211 221 264 
年金 
収入 
(万円) 

※年金収入額は、夫婦世帯における夫の年金収入の例（妻の年金収入80万円以下の場合）。 

［現行］ 

  

2割軽減 

5割軽減 7割軽減 

2割軽減 

3,510円 

9割軽減 

380円 
8.5割軽減 

570円 1,890円 3,020円 

80 153 168 211 221 264 
年金 
収入 
(万円) 

  

2割軽減 

5割軽減 7割軽減 

9割軽減 

380円 
8.5割軽減 

570円 1,890円 3,020円 

80 153 168 211 221 264 
年金 
収入 
(万円) 

均等割は、 

・ 既加入者とあわせて新規加入者にも特例適用。 

・ 介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわ
せて見直す。 

・・・ 

賦課開始時期を引き続き検討。 

後期高齢者の保険料軽減特例の見直しについて 

予算措置による特例的な軽減 法令上の軽減 現在の保険料額 

制度概要 

○ 後期高齢者医療制度では、世帯の所得に応じた保険料軽減が設けられている（青色部分）。 
○ 制度施行に当たり、激変緩和の観点から、平成20年度以降毎年度、予算による特例措置を実施している（赤色部分）。 
○ 軽減特例の対象者は916万人、当該軽減に要する費用は、国費が945億円、地財措置が159億円。（平成28年度予算） 

見直し内容 

○ 所得割は、平成29年度に２割軽減、平成30年度に本則（軽減なし）とする。 
○ 均等割は、低所得者に配慮して今般は据え置きとし、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて見直す。 
○ 元被扶養者の所得割は、当面は賦課せず、賦課開始時期を引き続き検討。 
○ 元被扶養者の均等割は、平成29年度に７割軽減、平成30年度に５割軽減、平成31年度に本則（軽減なし）とする。 
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＜参考＞後期高齢者の保険料軽減特例の見直しの考え方 

 ○ 後期高齢者の保険料は、現役世代の保険料に比べ上昇幅が抑えられている。今後高齢者の増加に
伴い多額の予算措置が必要になることが見込まれる中、制度の持続性を高める観点から見直し 

趣旨 

○ 保険料の均等割部分を９割・8.5割軽減する特例は、低所得者に配慮して当面継続し、将来、介護保
険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給といった負担減施策と合わせて見直しを実施する予
定 

○ 低所得者に配慮し、新規加入者にも軽減特例を適用する 

均等割（低所得者） 

 ○ 保険料の所得割部分を５割軽減する特例は、負担能力に応じた負担の観点から、激変緩和も考慮し、
段階的に、29年度は２割軽減とし、30年度から本則に戻す 

所得割 

 ○ 元被扶養者の保険料の均等割を９割軽減する特例は、一定の負担能力のある方も含めて一律に負
担を軽減する制度となっており、また、低所得の場合は、軽減特例がなくなったとしても、別に低所得者
に対する軽減措置もある 

 ○ このため、世代内の公平の観点から、急激に負担が増える方に配慮し、段階的に、29年度は７割軽
減、30年度は５割軽減とし、31年度から本則に戻す 

 ○ なお、軽減特例がなくなっても、元被扶養者約170万人のうち、86万人の方は引き続き低所得者とし
て軽減特例の対象となる点に留意（86万人のうち、50万人の方は９割軽減、36万人の方は8.5割軽減
（月あたり190円増）となる） 

均等割（元被扶養者） 
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保険料軽減特例及び高額療養費の見直しに関する広報・周知（案） 

１ 国民全般に対する広報 
 
（１）全国紙等の活用（４月） 
   全国紙の突き出し広告やインターネットによる広報を検討中 
 
（２）ポスター・リーフレットの配置（４月～） 

厚生労働省においてポスターとリーフレットを作成し、後期高齢者医療広域連合、都道府県並びに市区町村（高齢者
医療担当部局（以下「市区町村」））、国保保険者（国民健康保険担当部局及び国保組合）において、それぞれの窓口
等に配置していただく。 

  ※ 国保保険者については、高額療養費制度の見直しについてのみ対応 
 
（３）保険医療機関等におけるポスターの配置（４月～）※高額療養費制度の見直しのみ 
 
（４）インターネットの活用（４月～） 

厚生労働省において、ホームページやツイッター等による広報を行う。 
保険者においては、それぞれのホームページにおいて厚生労働省のホームページへのリンクを張っていただく。 

 
（５）その他 
   保険者において独自の広報活動（インターネットや地域のメディア等を活用した広報）を実施することも想定。  

  【基本的考え方】 
 平成29年４月に後期高齢者の保険料軽減特例の見直し、平成29年８月に70歳以上の方の高額療養費制度
の見直しを、それぞれ予定しており、その見直し内容等について、「国民全般に対する広報」と「被保険
者に対する周知」を行う必要がある。 
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２ 被保険者に対する周知 

（１）リーフレットの送付（６～７月頃） 
 広域連合において、リーフレットを作成し、管下市区町村において、保険料額決定通知書に同封の上、全被保険者
に対して郵送していただく。 
※ 入院時生活療養費の見直しに係る広報についても同様に対応していただくことを予定している。    

（２）国保保険者は、高額療養費制度の見直しについて、原則、上記と同様の対応を行う。 
※ 平成30年度からの国保改革事項（都道府県単位の資格管理、高額療養費の多数回該当に係る該当回数の引継ぎ）
について併記いただくことを想定 

 
３ 照会・相談体制 
（１）広域連合（市区町村の後期高齢者医療担当を含む。）及び国保保険者 
  ア 厚生労働省において、広域連合及び国保保険者用の質疑応答マニュアルを作成・配布(２月中旬～) 
  イ 保険者独自にコールセンター等を設置することについては、相談いただきたい。 

（２）厚生労働省 
  ア 保険局高齢者医療課の直通回線を増設（通常２回線→最大５回線）。(１月上旬～) 
  イ 定型的な質疑応答マニュアルを作成し、省内コールセンターを活用。(２月上旬～) 
 
４ 必要経費の負担 
（１） 広域連合において発生する、２（１）の広報媒体の作成費、配送・郵送費等については、特別調整交付金で対応

する。１（５）に係る経費についても、一定の条件の下、特別調整交付金により対応する。 
 なお、保険料額決定通知書と併せて郵送する場合、郵送料が当初の額を超えた場合にその差額を対象とする。 

（２） 国保保険者において発生する、上記１（４）及び２（２）の広報媒体の作成費、配送・郵送費等については、本
年５月実施予定の「特別調整交付金（その他特別の事情がある場合）における交付基準策定のための調査」の結果を
踏まえつつ、特別調整交付金で対応する。（国保組合において発生する経費については、国保組合特別調整補助金で
対応予定。）  

    なお、保険料額決定通知書と併せて郵送する場合、郵送料が当初の額を超えた場合にその差額を対象とする 
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ポスター・リーフレットによる広報・周知スケジュール（後期高齢者医療担当分） 

 ４月上旬に厚生労働省から送付されるポスターとリーフレット（保険料軽減特例及び高額療養費の見直しの２種類）を庁舎の窓口等に設置していただく。 

 ４月に厚生労働省から送付されるひな形を基に、広域連合においてリーフレットを作成の上、６月頃に管内全被保険者へ郵送していただく。 

（保険料額決定通知書に同封し、送付。） 

※入院時生活療養費の見直しに係るリーフレットについても併せて送付していただくことを予定している。ひな形は４月頃に送付予定。 

被保険者送付用リーフレット（Ａ３版／４色刷り／１種類（※については、Ａ４版／４色刷り／１種類）） 

ポスター（各Ｂ３版／４色刷り／２種類）・平積み用リーフレット（各Ａ４版両面／４色刷り／２種類） 

（注）市区町村への配送等の経費については、特別調整交付金で対応予定。 

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

被保険者

都道府県

市区町村

広域連合

厚労省

7月 8月

ポ
ス
タ
ー

・
平
積
み
用
リ
ー

フ
レ

ッ
ト

4月 5月 6月

広域・自治体に送付

庁内及び関係機関等に継続して配置

庁内及び関係機関等に継続して配置

庁内及び関係機関等に継続して配置

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

被保険者

都道府県

市区町村

広域連合

厚労省

7月 8月

被
保
険
者
送
付
用
リ
ー

フ
レ

ッ
ト

4月 5月 6月

被保険者用

リーフレット到着

議会承認、業者選定・発注

市町村から

被保険者に発送

（保険料額決定通知に同封）

リーフレット作成

市区町村への配送

デザイン（軽減特例、高額

療養費、入院時生活

療養費）を広域に送信
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２．平成29年度予算案について 
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後期高齢者医療制度の財政の概要（29年度予算（案）） 

国調整交付金 

（８％） 

 １．２兆円 

 

定率都道府県負担 

（８％） 

 １．２兆円 

 ○高額な医療費による財政影響を緩和するた 

  め、１件８０万円を超えるレセプトに係る 

  医療費の一定部分について、国・都道府県 

  が１／４ずつ負担する。 

○普通調整交付金（調整交付金の９／１０） 

  ･･･広域連合間の所得格差による財政力不 

        均衡を調整するために交付する。 

○特別調整交付金（調整交付金の１／１０） 

  ･･･災害その他特別の事情を考慮して交付 

     する。 

調整交付金（国） 

高額医療費に対する支援 

５３％ ４７％ 

（２４％） 

 ３．７兆円 

定率国庫負担 

医療給付費等総額：１５．４兆円 

 

保険料 

１．２兆円 
 

支援金 

   （４０％） 支援金 

（４２％） 

 

６．４兆円 

○保険料未納リスク、給付増リスク及び保険 

 料上昇抑制に対応するため、国・都道府 

 県・広域連合（保険料）が１／３ずつ拠出 

 して、都道府県に基金を設置し、貸付等を 

 行う。 

 

財政安定化基金 

都道府県単位の広域連合 

高額医療費に対する支援 

 

※  現役並み所得を有する高齢者の医療給付費には公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担となっていることから、公費負担割合は４７％となっている。 

  

 

  

特別高額医療費共同事業 

 ○著しく高額な医療費による財政影響を緩 

  和するため、広域連合からの拠出により、 

  １件４００万円を超えるレセプトに係る 

  医療費の２００万円超分について、財政 

  調整を行う。 

   ０.１兆円程度（基金残高） 

   ０.３兆円 

  ４３億円（うち国１０億円） 

定率市町村負担 

（８％） 

 １．２兆円 

○保険基盤安定制度 

 ・低所得者等の保険料軽減 

      ･･･均等割７割・５割・２割軽減、 

             被扶養者の５割軽減 

          ＜市町村１／４、都道府県３／４＞ 

       ０.３兆円程度 
 

○保険料特例軽減〈国〉 

 ・低所得者の更なる保険料軽減 

   ･･･均等割９割・８.５割軽減、所得割２割 

             軽減 

 ・被扶養者の７割軽減 

         ７５８億円 

・保険基盤安定制度（低所得者 

    等の保険料軽減） 

・保険料特例軽減 

公 費 
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３．保健事業について 
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高齢者の保健事業のあり方検討に 
ついて 

・ 高齢者の特性を踏まえた効果的な保健事業を推進するため、モデル事業 

  を実施するとともにその結果等を活用しつつ、高齢者の保健事業のあり方 
  検討並びにガイドラインの作成を進めている。※   
・ 平成29年度においてもモデル事業とあり方検討を進め、平成30年度から  

  の本格実施を目指しており、各広域連合におかれては、引き続きモデル 
  事業への積極的な参加を検討願いたい。 

※検討の状況は下記アドレスからご覧いただけます。     
        http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=369143 

【概要】 
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高齢者の保健事業のあり方検討の経緯 

○高齢者の疾病予防・介護予防等の推進 
 ・高齢者の虚弱（「フレイル」）に対する総合対策 
  平成28年度（2016）年度、栄養指導等のモデル事業を実施。食の支援等、順次拡大。 

○後期高齢者の特性に応じて、専門職（管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、保健師 等）が、対応の必要性の高い 
   後期高齢者に対して相談や訪問指導等のモデル事業を実施。（2016年度～2017年度） 
○効果的な栄養指導等の研究：専門家や関係者による検討ワーキングチームにおいて、事業内容の効果検証等 
  を実施。（2016年度～2017年度） 
                            →本格実施（2018年度～）  

○ 生活習慣病等の重症化予防、心身機能の低下に伴う疾病の予防のため、高齢者の心身の特性に応じた保
健指導等の実施を推進。 

（健康づくり・疾病予防・重症化予防等の取組推進） 

・高齢者のフレイル対策については、保険者が参照するガイドラインの作成・周知や先駆的な好事例を踏まえた効
果的な事業の全国展開等により、更に推進する。 

第125条 後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健 
     指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の 
     健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。 

経済財政諮問会議塩崎大臣提出資料（「中長期的視点に立った社会保障政策の展開」）（平成27年５月26日） 

経済・財政再生計画 改革工程表（平成27年12月24日経済財政諮問会議決定） 

経済財政運営と改革の基本方針2016（平成28年6月2日閣議決定） 

国保法等改正法による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律（平成28年4月1日施行） 
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高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進 平成29年度予算（案） ３．６億円 
   （平成28年度予算額 ３．６億円） 

被保険者 

訪問看護ステーション 

保健センター 地域包括支援センター 

薬局 診療所・病院 

専門職 
・低栄養 
・転倒、サルコペニア 
・尿失禁 
・軽度認知障害（MCI） 

・食欲の低下 
・活動量の低下（社会交流の減少） 
・筋力低下 
・認知機能低下 
・多くの病気をかかえている 

（参考）高齢者の特性（例：虚弱（フレイル）） 

 
 
 

閉じこもり、孤食 

意欲･判断力や 
認知機能低下、 
うつ 

低栄養・転倒の増加 
口腔機能低下 

精神的 身体的 

フレイルの多面性 

加齢とともに、心身の活力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、生活機能
障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態。 

加齢に伴う変化 

社会的 

危険な加齢の兆候（老年症候群） 

 
 
 

推進のための事業イメージ 

 
 
 

適切な介入･支援により、生活機能の維持向上が可能。 

低栄養・過体重、
摂食等の口腔
機能、服薬など 

訪問指導 

相談 

歯科医院 

 
○ 低栄養、筋量低下等による心身機能の低下の予防、生活習慣病等の重症化予防のため、高齢者の特性を踏
まえた保健指導等を実施。 

○ 後期高齢者医療広域連合において、地域の実情に応じて、地域包括支援センター、保健センター、訪問看護
ステーション、薬局等を活用し、課題に応じた専門職（管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、保健師等）が、対応
の必要性が高い後期高齢者に対して相談や訪問指導等を実施。 

     〈例〉  ・低栄養、過体重に対する栄養相談・指導   ・摂食等の口腔機能低下に関する相談・指導    
        ・外出困難者への訪問歯科健診  
        ・複数受診等により服用する薬が多い場合における服薬相談・指導 等 

概 要 
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平成28年度 高齢者の低栄養防止・重症化予防推進事業実施状況 
 

※１ 1つの広域連合で複数のメニューを実施していることがあるため、各メニュー別の広域連合数を足しあげた値と合計値は一致しない。 
※２ 1つの事業ではあるものの、栄養と口腔等、複数のメニューを同時に実施している事業があるため、事業数を足しあげた値と合計値は一致しない。 
※３ 広域連合が市町村に委託等せず、直接事業者等により実施する場合は、広域連合名を標記。 
 

広域連合数 事業数 実施広域（市区町村） 

栄養指導 10 10 茨城（東海村）、埼玉（和光市）、神奈川（大和市）、愛知（大府市）、三重（津市）、
福岡（豊前市）、長崎広域、大分（中津市）、宮崎（宮崎市）、沖縄（糸満市） 

口腔指導 10 11 
岩手（宮古市）、埼玉（和光市）、新潟（新潟市）、長野（塩尻市）、滋賀（竜王町）、
大阪（岬町、箕面市）、兵庫（姫路市）、高知（土佐清水市）、福岡（豊前市）、大分
（中津市） 

訪問歯科健診 

16 37 

青森（青森市、西目屋村）、岩手（宮古市）、東京（武蔵野市、中央区、千代田区）、
神奈川（厚木市）、新潟（新潟市）、長野（塩尻市）、岐阜県（岐阜市、各務原市、可
児市、揖斐川町、大野町、池田町、御嵩町）、三重（鈴鹿市、名張市、亀山市、伊
賀市）、大阪（河内長野市、堺市、摂津市、泉大津市、枚方市、箕面市）、兵庫（神
戸市、姫路市）、島根広域、山口（山口市、萩市、阿武町）、香川広域、高知（安芸
市、四万十市）、長崎広域、宮崎広域 

服薬指導 6 6 北海道（北見市）、三重（桑名市）、大阪（高石市）、長崎広域、熊本（八代市）、宮
崎広域 

重症化予防 11 11 北海道（妹背牛町）、茨城（河内町）、神奈川（大和市）、石川広域、愛知（東浦町）、
鳥取（鳥取市）、香川広域、福岡広域、長崎広域、鹿児島広域、沖縄（糸満市） 

包括アセスメント 2 3 愛知（大府市）、広島（呉市、大崎上島町） 

複合的取組 5 5 長野（佐久市）、岐阜広域、大阪（大阪狭山市）、岡山（勝央町）、宮崎（美郷町） 

研修 2 3 岐阜広域・岐阜（岐阜市）、大分（中津市） 

合計 （実数） 30 77 

※２ ※１ ※３ 

-18-



今後のスケジュール 

○ これまでの議論を踏まえ、平成２９年２月ごろに第２回作業チームを開催し、ガイドライン暫定版の案を作成。同３月に第３回ワー  

 キンググループを開催し、この案について御議論いただき、暫定版を策定いただく。 

○ 暫定版策定にあたっては、平成２８年度モデル事業の実施結果を分析し、反映する。 

○ 平成29年度においては、モデル事業の更なる効果検証を通じてガイドラインの成案（事例集含む）を策定いただく。 

項目 平成２８年度 Ｈ２９ Ｈ３０～ 

ワーキング 
グループ 
 

 W (7/20)    W(12/21)    W（３月ごろ） 
                           
                           
   」 
 
       
 
            → 

作業チーム               T (9/14)      T（２月ごろ） 

モデル事業 

・要綱、課題・
進め方 

・高齢者の保
健事業のあり
方の議論、検
討 

作業チームの検討事項 
 ・ガイドライン骨子 
 ・評価の枠組みの検討 
 ・ヒアリングの進め方 

・ガイドライン
たたき台に
ついて議論、
検討 

・ガイドライン
案について議
論 
・H29年度の
課題の検討 

本格
実施 各広域（市町村）の創意工夫により実施 

データ提出 
・分析等 

  

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
暫
定
版
） 

ガイドライン（暫定版）に沿って実
施 

・平成２８、２９年
度のモデル事業
の効果検証等を
踏まえ、効果
的・効率的な運
用方法等を検討 

  

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定 

データ提出・ 
効果検証 ・ヒアリング 

（意見交換会） 
11/2) 

・検討結果
をガイドラ
インに反映 

・今後の課
題の検討 

・ワーキンググループでの議論
を踏まえ、具体的、詳細な事項
を検討 

高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ（第2回）資料 

平成28年12月21日（水） 資料５ 

・ガイドライン案の検
討、作成 

-19-



後期高齢者医療制度における保険者
インセンティブについて 

・後期高齢者医療制度における保険者インセンティブは、平成28年度の特別  

 調整交付金に反映することとし、12月22日付けで具体的な算定方法を通知 
   した。今後1月中に交付額の内示を行う予定。 
・平成29年度の実施方法についても、今後各広域連合の御意見を伺いなが  

 ら検討して参りたい。引き続き協力を御願いしたい。    

【概要】 
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後期高齢者医療制度の保険者インセンティブの経緯と趣旨 

 
○インセンティブ改革 
  保険者における医療費適正化に向けた取組に対する一層のインセンティブ強化に 
 ついて制度設計を行う。 

○ 個人・保険者・経営者等に対する健康・予防インセンティブの付与  
  後期高齢者医療制度についても、新たなインセンティブ制度の創設に向けた検討を 
 行う。 

経済財政運営と改革の基本方針2015（平成27年6月30日閣議決定） 

「日本再興戦略」改訂2015-未来への投資・生産性革命-（平成27年6月30日閣議決定） 

○ 保険者による健診・保健指導に関する検討会で、予防・健康づくり等の取組に係る
保険者種別にかかわらない共通のインセンティブ指標について検討 

○ 後期高齢者医療制度においては、その運営主体である後期高齢者医療広域連合
による医療費適正化、予防・健康づくりといった保健事業の実施が全国規模で展開さ
れることを目的として、広域連合の保健事業の取組を支援するための仕組みを構築
する。 

保険者による健診・保健指導等に関する検討会での検討 

後期高齢者医療制度の保険者インセンティブ 
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後期高齢者医療における保険者インセンティブ 

○ 後期高齢者医療制度において、その運営主体である後期高齢者医療広域連合による予防・健康づくり
や医療費適正化の事業実施が全国規模で展開されることを目的として、広域連合の取組を支援するため
の仕組みを構築する。 

○ 評価指標に基づき広域連合の取組を評価し、平成28年度から交付する特別調整交付金に反映する。 
  交付額については、保健事業の充実を目的とし、20億円の予算を確保する。 

○ なお、まずは、取組の実施そのものを評価する指標に基づくが、今後、他制度を含めた保険者インセン
ティブの取組状況等を踏まえ、評価指標や評価方法等を更に検討する。 

１．趣旨・仕組み 

２．評価指標の候補 

指標①・② ※後期では（特定）健診は義務ではない。 
○健康診査や歯科健診の実施 
○健診結果を活用した取組（受診勧奨・訪問指導等）の実施 

保険者共通の指標 

指標③ 
○重症化予防の取組の実施状況 

指標④ 

○被保険者の主体的な健康づくりに対する保険者の働きかけ
の実施 

指標⑤ 

○重複・頻回受診、重複投薬者等への保健師、薬剤師等によ
る訪問指導の実施 

指標① 
○データヘルス計画の策定状況 

指標⑥ 
○後発医薬品の使用割合 
○後発医薬品の促進の取組  

指標④ 
○医療費通知の取組の実施状況 

指標⑤ 
○後期高齢者医療の視点からの地域包括ケア推進の取組 
○国民健康保険等と連携した保健事業の実施状況 

指標⑥ 
○第三者求償の取組状況 

指標② 
○高齢者の特性（フレイルなど）を踏まえた保健事業の実施状況 

指標③ 
○専門職の配置など保健事業の実施のために必要な体制整備 

固有の指標 
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後期高齢者医療における保険者インセンティブの配点及び交付イメージ 

○ 配点について 

○ 交付イメージ 

指標② 

指標① 

得点 

北海道広域 ＋α 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

沖縄県広域 ＋β 

→ 

被保険者数に応じて
基準額を設定 

→ 
    Ｂ 
  100 
  

Ａ×    ＝  Ｃ         

        （交付金額） 

100点満点で合計得点に
応じて交付金額を決定 

→ 

広域 
連合 

基準額 
（Ａ ） 

北海道広域 ○点 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

沖縄県広域 ●点 

合計 20億円 

合計得点（Ｂ ） 

□円 

・ 
・ 
・ 

■円 

広域 
連合 

交付金額 
（Ｃ ） 

北海道広域 △円 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

沖縄県広域 ▲円 

項目 

○健診結果を活用した取組の実施（10） 
○歯科健診結果を活用した取組の実施（10） 
○重症化予防の取組の実施状況（15） 
○被保険者の主体的な健康づくりに対する保険者の働きかけの実施（10） 
○高齢者の特性（フレイルなど）を踏まえた保健事業の実施状況（15） 

○重複・頻回受診者等への訪問指導の実施（8） 
○後発医薬品の促進の取組（7） 
○医療費通知の取組の実施状況（5） 
○第三者求償の取組状況（5） 

○データヘルス計画の策定状況（5） 
○専門職の配置など保健事業の実施のために必要な体制整備（8） 
○地域包括ケア推進の取組（2） 

保健事業 
60点 

医療費適正
化事業 
25点 

事業実施体
制整備 
１5点 

配点 
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平成29年度保健事業関係予算案について 

・平成29年度の保健事業関係予算案においては、前述した高齢者の特性を 

 踏まえた保健事業を推進するための「高齢者の低栄養防止・重症化予防の 
 推進」のほか、従来からの健康診査、歯科健診、重複・頻回受診者等への 
 訪問指導、後発医薬品の使用促進等の推進を図る。 

・各広域連合においては、補助金を一層活用していただくよう御願いしたい。   

【概要】 
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後期高齢者医療における保健事業 

・対象・・・被保険者  

・財源・・・国庫補助１／３、広域連合２／３ （市町村に対し国庫補助と同額を地方交付税措置） ※本人負担は、各広域連合で設定。 

・実施主体・・・広域連合（47広域連合で実施） 

  平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

受診率 23.7％ 24.5％ 25.1％ 26.0％ 27.6％ 28.7％（見込） 

１．健康診査 

２．健康診査以外の主な保健事業 

○ 歯科健診【43広域連合で実施】 
 ・ 口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェック 
 
○ 重複・頻回受診者等への訪問指導【41広域連合で実施】 
 ・ 重複・頻回受診者、重複投薬者等に対して保健師及び薬剤師等による訪問指導を実施 
 ・ 医薬品の適正使用について、周知広報 
 
○ 後発医薬品使用促進に向けた取組【差額通知の送付：47広域連合で実施。希望カード配布：47広域連合で実施。】 
 ・  後発医薬品利用差額通知の送付、後発医薬品希望シール・カードの作成及び配付など 
                 
○ 保健事業実施計画（データヘルス計画）【47広域連合で既に策定済み】 
 ・ 広域連合がレセプト・健診情報等の分析に基づく効率的・効果的な保健事業を実施するための計画策定 
 
○ 高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進【30広域連合で実施】 
 ・ 低栄養、筋量低下等による心身機能の低下の予防、生活習慣病の重症化予防のため、高齢者の特性を踏まえた保健指   
  導等を実施 
 

○ 後期高齢者医療広域連合は、「高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康
管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な
事業を行うように努めなければならない」こととされている。（平成２８年４月～） 

-25-



平成２９年度予算（案） 後期高齢者医療制度の保健事業に関連する補助事業 

○糖尿病性腎症重症化予防事業等の好事例の横展開 約0.5億円（約0.4億円） 
 

  ・ 糖尿病性腎症の患者であって生活習慣の改善により重症化の予防が期待される者に対し、医療保険者が医療機関と連携して保健指導を実施
するなど、好事例の全国展開を進める。 （健康保険組合、全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合分） 

 

○健康診査（歯科健診を含む）に要する経費  約38.2億円（約27.2億円） 内歯科健診分 約5.7億円（約5.4億円） 
 
・   健康診査及び口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口内清掃状態等をチェックする歯科健診を実施。 

 

○医療費適正化等推進事業に要する経費  約7.6億円（約7.2億円） 
 
（１）高齢者の低栄養防止・重症化予防等の取組推進 約3.6億円（約3.6億円） 

 ・ 高齢者の特性を踏まえた保健指導等を実施することにより、低栄養、筋量低下等による心身機能の低下の予防、生活習慣病等の重症化予防 

  等の取組を実施。 

 

（２）後発医薬品の使用促進事業に要する経費 約2.8億円（約2.5億円） 

  ・   後発医薬品の使用促進を図るため、後発医薬品利用差額通知の送付や後発医薬品希望カード等の配付を実施。 

 

（３）重複・頻回受診者等に対する訪問指導の強化 約0.9億円（約0.9億円） 

  ・ レセプト等情報により選定した重複・頻回受診者等に対する訪問指導に加えて、多量投薬者等に対して、地域薬剤師会の協力を得て、薬剤師 

   等による訪問指導及びその結果を処方医、薬局へのフィードバックを行う取り組みを実施。 

 

（４）効果的な保健事業の推進 約5.6百万円（約7.6百万円） 

  ・ 国保連合会に設置する支援・評価委員会の委員が広域連合に対し評価・助言等を行うことにより、効率的・効果的な保健事業の推進を図る。 

   （平成26年度に市町村国保及び広域連合がデータ分析に基づきPDCAサイクルに沿って保健事業を効率的・効果的に実施できるよう、国保連合

会に、保健事業の評価、助言等を行う支援・評価委員会が設置されており、地域の実態に応じた保健事業の企画等を支援するために保健師

が配置されている。） 

※括弧内の金額は前年度予算額 
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○後期高齢者医療の被保険者に係る歯科健診 

○ 口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする歯科健診を実施することとし、広域連合に対して国
庫補助を行う。 

  
○  健康増進法による健康診査実施要領に規定されている歯周疾患検診を参考にしつつ、高齢者の特性を踏まえた検査内容を各広域連合で設定。 
        〈例〉 問診、口腔内診査、口腔機能の評価、その他（顎関節の状態等）  
                    
○ 市町村や都道府県歯科医師会等への委託等により実施 

 
 
 
 
 
 
 
 

概 要 

平成29年度予算(案) ５．７億円 
  （平成28年度予算額 ５．４億円） 

参考 （関連事業） 

対象者 事業内容 実施主体 所管部局 

歯周疾患検診 40歳、50歳、60歳、70歳の者 歯科医師等による歯周病検診 市町村 健康局 

歯科保健医療サービス提供
困難者への歯科保健医療推
進事業 

障害者や寝たきり高齢者等、医療サービ
ス提供困難者 

歯科医師等による歯科健診や施設職員
への指導等 

都道府県、政令市及び特別
区 

医政局 

口腔機能向上プログラム 

（介護予防・生活支援サービ
ス事業） 

介護予防ケアマネジメントで支援が必要と
された者 
 

歯科衛生士等が介護職員等と協働して、
口腔清掃や口腔機能訓練を実施 

市町村 
 

老健局 

※７５歳以上の者のうち、ある程度健康を維持している者に対する口腔機能低下や肺炎等の疾病予防対策は、上記事業では対応できていない。 

委託 

市町村・都道府県歯科医師会等 

医療機関・健診施設 保険者（広域連合） 
被保険者 

契
約 受

診 
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後発医薬品の使用促進を図るために、保険者が実施する後発医薬品利用差額通知の送付、後発医薬品希望シール・カードの作成及び配付、後発医薬
品の普及・啓発に係るリーフレット等の作成等。 
 ※経済財政運営と改革の基本方針2015 

    後発医薬品の数量シェアの目標値は、平成29年央に70%以上、平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80％以上に引き上げ。 
 
○後発医薬品利用差額通知 
  ・後発医薬品への切り替えを促進するため、後発医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担軽減額を通知 
○後発医薬品希望シール・カード 
  ・後発医薬品の希望を医師や薬剤師に伝えやすくするため｢希望シール｣又は「カード｣を作成し、被保険者へ配布又は市町村窓口に設置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【参考（実施広域連合数】 
 
 
 
 
 
 

事業概要 

保険者 

被保険者 

医療機関 

処方箋 

薬局 国保連合会・支払基金 

※削減効果の高い被保険者を抽出 

（例）減額効果が１回あたり２００円以上あ
り、かつ慢性疾患被保険者等 

通知書 

⑦差額通知の郵送 
①受診 

③審査・支払 

④請求・支払 

⑤レセプトデータの提供 
 

⑥ 
対象者の抽出※ 
差額通知の作成 
 
⑧効果検証データ 
 

②処方 レセプ
ト 

レセプ
ト 

国保連合会・専門業者 

○後発医薬品の使用促進 平成29年度予算(案) ２．８億円 
  （平成28年度予算額 ２．５億円） 

 

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

後発医薬品希望カードの配布 ２８（60%） ４１（87%） ４６（98%） ４７（100%） ４７（100%） ４７（100%） ４７（100%） ４７（100%） 

後発医薬品利用差額通知の送付 １（2%） ２（4%） １９（40%） ３４（72%） ４３（91%） ４６（98%） ４６（98%） ４７（100%） 
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・レセプト情報から 
 対象者を抽出 
・訪問後の効果測定 

①レセプト等情報により選定した重複・頻回受診者等に対して、保健師等による訪問指導を実施することにより、適正受診の促進を図る。 
②レセプト等情報により選定した重複・多量投薬者等に対して、地域薬剤師会の協力を得て、薬剤師等による訪問指導及びその結果を処方 医、薬局へ
のフィードバックを行うことにより、医薬品の適正使用の推進を図る。 
③レセプト等情報により選定した重複・多量投薬者等に対して、医薬品の適正使用について周知広報（飲み残し、飲み忘れ防止等）を行う。 
 
※①と②の対象者は重なることが想定されるため、その場合には、保健師と薬剤師とがチームで訪問指導を行う。 
※訪問指導後は、レセプト等情報により改善状況を把握し、効果を検証するとともに、必要に応じて再訪問等を実施する。   
※訪問指導対象者の選定基準（例） 
  重複受診・・・・・・・３ヶ月連続して、１ヶ月に同一疾病での受診医療機関が３箇所以上 
  頻回受診・・・・・・・３ヶ月連続して、１ヶ月に同一医療機関での受診が１５回以上 
  重複投薬・・・・・・・３ヶ月連続して、１ヶ月に同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から処方 
  併用禁忌・・・・・・・同一月に複数の医療機関で処方された薬剤に併用禁忌薬がある 
  多量投薬・・・・・・・同一月に１０剤処方以上もしくは３ヶ月以上の長期処方を受けている  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

事業概要 

国保連合会 

広域連合 

被保険者 

専門業者 

市町村 

事業 
委託 

訪問 
指導 

保健師 
薬剤師等 

○重複・頻回受診者、重複投薬者等への保健師、薬剤師等による訪問指導 

平成29年度予算(案) ０．９億円 
（平成28年度予算額   ０．９億円） 

平成26年度～ 

平成27年度～ 
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日本健康会議と重症化予防の取組 
について 

・日本健康会議における「健康なまち・職場づくり宣言２０２０」において、生活 
 習慣病等の重症化予防に取り組む広域連合を24団体以上とする目標が掲 
 げられたが、2015年度末の広域連合の達成状況としては、４広域連合に留   
 まる（保険者データヘルス全数調査）。 
・一方「現在取組を行っている」「予定あり」を合わせると、既に19広域連合に 
 おいて取組が進みつつあり、「糖尿病対策推進会議等との連携」など、個々  
 の要件を満たせば達成団体は増えると考えられる。 
・前述の「高齢者の低栄養防止・重症化予防の推進」（モデル事業）の活用も 
 含め、一層の取組を御願いしたい。 

【概要】 
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  広域連合 

 生活習慣病の重症化予防の取組を行っている 9 

 現在は実施していないが予定あり 10 

 現在も過去も実施していない 12 

 過去実施していたが現在は実施していない 0 

達成基準① 対象者の抽出基準が明確であること 7 

達成基準➁ かかりつけ医と連携した取組であること 6 

達成基準③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること 5 

達成基準④ 事業の評価を実施すること 6 

達成基準⑤ 取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進会議等との連携（各
都道府県による対応策の議論や取組内容の共有など）を図ること 2 

全要件達成数（対象保険者） 4 

かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体を800市町村、広域連合を24団体以上 
とする。その際、糖尿病対策推進会議等の活用を図る。 

日本健康会議 健康なまち・職場づくり宣言2020   宣言２ 

重症化予防の達成基準の該当状況（保険者データヘルス全数調査（H28.6実施）より） 

保険者データヘルス全数調査の達成状況 
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４．保険料軽減判定におけるシステム誤りについて 
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Press Release  

 

1 

 

 

報道関係者 各位 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療制度の保険料軽減判定誤りによる保険料の過大・過小徴収について 

 

１ 事案の経緯および概要 

後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」といいます。）の電算処理システ

ム（以下「標準システム」といいます。）の設定に誤りがあり、平成20年の後期

高齢者医療制度の発足以来、世帯主又はご本人が青色申告を行っている被保険者

のうち一部の方※について、保険料の均等割部分の軽減判定が誤って行われ、本来

納付すべき金額と異なる保険料が賦課されてしまうシステム設計となっていまし

た。 

  ※ 対象となるのは、次のいずれの条件も満たす被保険者（ある都道府県における調査で当該都

道府県の被保険者の約 0.13％、保険料総額の約 0.05％） 

① 世帯主、ご本人又はご本人以外の被保険者である世帯員が、青色事業専従者給与を支払っ

ている、又は、年金収入（65 歳以上の者の課税対象となる年金に限る）が 120 万円を超える

青色申告者である 

② ご本人が、後期高齢者医療制度の加入の直前に協会けんぽなど被用者保険の被扶養者でな

かった 

 ③ 所得を再計算した結果、均等割の軽減区分が変更となる 

 

被保険者の皆さま、並びに標準システムを利用して保険料を算出している後期

高齢者医療広域連合や市町村の皆さまに、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいた

します。 

このシステム誤りは、平成23年以降、保険料の正しい計算方法に関する問い合

わせをきっかけに認識したものです。以来、厚生労働省では、標準システムの改

修は行わず、問い合わせのあった広域連合に対して正しい計算方法を個別に回答

するなどにより対応してきました。 

しかし、今般、システム上の対応を行わない限り、広域連合において正しい保

険料賦課を行うことは実務的に困難であると判断し、保険料の計算方法に関する

ＦＡＱの修正等解釈の徹底を図ったうえで、これまでに誤って保険料を賦課され

た方の抽出とその方の修正賦課について応急的な対応を行うとともに、標準シス

平成 28年 12月 27 日 

【照会先】 

保険局高齢者医療課 

課  長        泉   潤一 

課長補佐        髙橋 雄二 

(代表電話) 03(5253)1111（内線 3191） 

(直通電話)  03(3595)2090  
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2 

テム自体の改修を行うこととしました。 

２ 今後の対応及びスケジュール 

広域連合及び市町村と連携の上、以下のスケジュールにより対応を進めてまい

ります。 

(1) 平成 29年 1月上旬 

広域連合において、誤って賦課した可能性のある被保険者の抽出を行います。 

(2) 平成 29年１月中旬～４月上旬 

広域連合及び市町村において、抽出した対象者の所得を把握した上で、軽減

判定が誤っている場合は、軽減判定の修正及び保険料の修正賦課を行います。 

※ 対象者の抽出や保険料の計算はソフトウェアを用いて一括して行います。 

※ 転居した被保険者の所得の把握などに時間がかかる場合があります。 

※ 被保険者の方からの申し出は必要ありません。 

(3) 平成 29年４月中旬～５月上旬 

保険料の還付又は追加徴収の対象となる被保険者に対し、御迷惑をおかけし

たことをお詫びするとともに、保険料の徴収が過大となっている被保険者に対

しては、速やかに還付を行い、保険料の徴収が過小となっている被保険者に対

しては、個々の事情を伺いながら丁寧に説明した上で本来の保険料を納付して

いただきます。 

※ 平成 26 年の法改正により、平成 27 年度以降の保険料については、２年間の賦課決定の

除斥期間が設けられていることから、平成 27 年度分の保険料の還付・徴収のある方から

優先して修正します。 

    

 

３ 再発防止について 

今回の事案の原因は、後期高齢者医療制度創設当時のシステムの設定の誤りに

ありますが、今後のシステム改修に当たっては、複数の担当者による確認を徹底

いたします。 

 

以上 
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後期高齢者医療制度 

 

約15兆円 

 

【医療保険制度の体系】 

65歳 

75歳 

・75歳以上 
・約1,660万人 
・保険者数：47（広域連合） 

健康保険組合 協会けんぽ（旧政管健保）  国民健康保険 
（市町村国保＋国保組合） 

共済組合 

 ※１ 加入者数・保険者数、金額は、平成28年度予算ベースの数値。 
 ※２ 上記のほか、経過措置として退職者医療（対象者約90万人）がある。 
 ※３ 前期高齢者数（約1640万人）の内訳は、国保約1310万人、協会けんぽ約220万人、健保組合約90万人、共済組合約10万人。          

  約10兆円 約５兆円 健保組合・共済等 約４兆円 

・大企業のサラリーマン 
・約2,870万人 
・保険者数：約1,400 

・中小企業のサラリーマン 
・約3,550万人 
・保険者数：１ 

・公務員 
・約870万人 
・保険者数：85 

・自営業者、年金生活者、  
   非正規雇用者等 
・約3,600万人 
・保険者数：約1,900 

前期高齢者財政調整制度（約1640万人）約７兆円（再掲） ※３ 
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純損失 

年金所得 

と判定 

正しくは 

税
法
上
の
計
算 

軽
減
判
定
上
の
計
算 

軽減判定上の所得 

翌年度へ繰越 

正しい計算方法 

Ｎ－１年度 Ｎ年度 

青色専従者給与※などの取
扱いが異なるため、純損
失額が異なる。 8.5割軽減 

軽減なし 

となる 軽減判定上の繰越純損失額を使用 

※ 青色専従者給与は、世帯内での金銭の移動に過ぎず、世帯全体としての負担能力に変化はないため、保険料の軽減判定の上では必要経費として扱わない。 

150 
青
色
事
業 

専
従
者
給
与 

100 

50 

30 

130 

150 

150 150 

50 

純損失 

事業所得 

年金所得 

誤った計算方法 

軽減判定上の所得 
誤って 

損益通算 

事業所得 

100 

80 

80 
Ｎ年度に青色事業専従者給与が発生せず、事業所得もプラスとなって
いるケース。年金所得100、事業所得80から、確定申告上の「本年分で
差し引く繰越損失額」は150となる。 

損益通算 

確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」を使用 

現在生じている現象について（過小賦課の場合） 

150 

100 

100 

100 

100 

80 

○ 軽減判定を行う所得を計算する上では、純損失の金額は税法のルールとは異なるルールを用いる必要がある。 
○ 標準システムでは、軽減判定用の純損失の金額ではなく、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」を使用した。 

青色事業を行う世帯主と後期高齢者医療の被保険者（青色事業専従者給与のみ）の世帯の例 
（数値は万円） 

年金特別控除なしVer. 
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現在生じている現象について（過大賦課の場合） 

純損失 

年金所得 

と判定 

正しくは 

税
法
上
の
計
算 

軽
減
判
定
上
の
計
算 軽減判定上の所得 

正しい計算方法 

Ｎ－１年度 

青色専従者給与※などの取
扱いが異なるため、純損
失額が異なる。 

確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」を使用 

軽減なし 

8.5割軽減 

となる 
軽減判定上の繰越純損失額を使用 

※ 青色専従者給与は、世帯内での金銭の移動に過ぎず、世帯全体としての負担能力に変化はないため、保険料の軽減判定の上では必要経費として扱わない。 

150 

青
色
事
業 

専
従
者
給
与 

150 

150 

50 

0 

0 

250 

純損失 事業所得 

年金所得 

誤った計算方法 

軽減判定上の所得 
誤って 

事業所得 

50 

50 

50 

80 

80 

70 
年金所得50、事業所得△70から、純損失△20が発生。確定
申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」は0となる。 

30 

130 

100 100 

青色事業専従者給与がある場合、事業所得が税法上はマイナスとなり、
軽減判定上はプラスとなる場合がある。この例では、税法上の事業所
得は△70だが、軽減判定上の計算では青色事業専従者給与が必要経費
と認められないため、事業所得は＋80となっている。 

損益通算 

損益通算 

翌年度へ繰越 

Ｎ年度 

50 

（数値は万円） 
青色事業を行う世帯主と後期高齢者医療の被保険者（青色事業専従者給与のみ）の世帯の例 

年金特別控除なしVer. 

○ 軽減判定を行う所得を計算する上では、純損失の金額は税法のルールとは異なるルールを用いる必要がある。 
○ 標準システムでは、軽減判定用の純損失の金額ではなく、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」を使用した。 
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現在生じている現象について（過大賦課の場合） 

純損失 

年金所得 と判定 

正しくは 

税
法
上
の
計
算 

軽
減
判
定
上
の
計
算 

軽減判定上の所得 

正しい計算方法 

Ｎ－１年度 

軽減判定上、公的年金等
特別控除として15万円の
加算※が行われるため、純
損失額が異なる。 

確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」を使用 

５割軽減 

8.5割軽減 

となる 
軽減判定上の繰越純損失額を使用 

※ 平成17年の公的年金等控除額の最低保障額の引き下げに伴い、国民健康保険で導入。後期高齢者医療制度では、制度施行当初から導入されている。 

170 

170 

100 

純損失 

事業所得 

年金所得 

誤った計算方法 

軽減判定上の所得 
誤って 

事業所得 

30 

45 

85 

損益通算 

損益通算 

翌年度へ繰越 

Ｎ年度 

（数値は万円） 
青色事業を行う後期高齢者医療の被保険者の例 

○ 軽減判定を行う所得を計算する上では、純損失の金額は税法のルールとは異なるルールを用いる必要がある。 
○ 標準システムでは、軽減判定用の純損失の金額ではなく、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」を使用した。 

15 

公
的
年
金
に 

係
る
特
別
控
除 

30 

30 

30 

70 

85 

85 

100 

70 

年金所得100、事業所得30から、確定申告上の「本年分で差し引く繰越
損失額」は70となる。 

70 

85 

85 
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後期高齢者医療制度の保険料について 

○ 後期高齢者医療制度において被保険者に賦課される保険料は、被保険者で均等に負担する均等割額と所得に応じて負
担する所得割額の合計となる。 

○ 低所得者が負担する均等割額については、世帯の所得に応じて軽減されている。 

年金特別控除なしVer. 

保険料 
均等割額 

被保険者で均等に負担 
所得に応じて軽減 

所得割額 
所得に応じて負担 ＝ ＋ 

軽減割合 総所得金額等の合計が以下に該当する世帯 
軽減基準所得 

単身 夫婦 

９割 
33万円以下で被保険者全員が年金収入 
80万円以下（その他の所得がない） 

33万円 33万円 

8.5割 33万円以下で９割軽減の基準に該当しない 33万円 33万円 

５割 33万円＋（26.5万円×被保険者の数）以下 59.5万円 86万円 

２割 33万円＋（48万円×被保険者の数）以下 81万円 129万円 

軽減なし 上記以外 81万円～ 129万円～ 
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保高発 0110 第１号 

平成 29 年１月 10 日 

 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

市区町村後期高齢者医療主管部（局）    殿 

後期高齢者医療主管課（部）長 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長 

 

厚生労働省保険局高齢者医療課長 

（  公  印  省  略  ）  

 

 

保険料軽減判定におけるシステム誤りに関する協力依頼について 

 

 

 後期高齢者医療制度の円滑な運営については、平素より格段のご協力、ご尽力を

賜り厚く御礼申し上げます。 

 平成 28 年 12 月 27 日に厚生労働省より発表しました後期高齢者医療広域連合電

算処理システムの設計誤りにつきましては、各都道府県、市町村（特別区を含む。

以下同じ。）及び後期高齢者医療広域連合の皆様に対しまして突然のご連絡となり

ましたこと、また、被保険者の方々からの問い合わせや賦課誤りの是正に向けた作

業をお願いすることなど、多大なご迷惑をおかけすることになりますことをお詫び

いたします。 

 厚生労働省としましては、本件賦課誤りに関する対応方策の提示、原因解明、再

発防止等、事案の解決に向け全力で取り組んでまいりますが、本件賦課誤りにより

影響を受けた被保険者の方々に対して適切に対応していくためには、各機関が連携

して取り組んでいくことが不可欠です。特に、被保険者の方々と直接接することと

なる市町村におかれては、被保険者の方々へのご説明や、還付又は追加徴収の手続

において丁寧なご対応をお願いしたいことから、今後の対応についてより一層ご協

力賜りますようお願いいたします。 

 なお、今後の事務処理の詳細は、追って提示してまいります。 
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